
  

本相談室本相談室本相談室本相談室だよりだよりだよりだより№№№№８８８８１１１１のののの２２２２はははは、、、、法人本部法人本部法人本部法人本部、、、、すべてのすべてのすべてのすべての施設施設施設施設・・・・事業者事業者事業者事業者あておあておあておあてお送送送送りしていますりしていますりしていますりしています。。。。    

東社協 福祉施設経営相談室だより№８１の２平成２１年１１月２７日     
  

 

ＴＥＬ ０３－３２６８－７１７０  本相談室へのご相談には下記メール 

k e i e i k e i e i k e i e i k e i e i ---- s o u d a n @ t c s w . t v a c . o r . j p s o u d a n @ t c s w . t v a c . o r . j p s o u d a n @ t c s w . t v a c . o r . j p s o u d a n @ t c s w . t v a c . o r . j p    をごごごご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。 

 

    

相談室相談室相談室相談室だよりだよりだよりだより№№№№８１８１８１８１のののの訂正訂正訂正訂正がありますがありますがありますがあります。。。。    

おおおお詫詫詫詫びしてびしてびしてびして訂正訂正訂正訂正いたしますいたしますいたしますいたします。。。。（（（（ごごごご指摘指摘指摘指摘をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました））））    

２２２２頁下段頁下段頁下段頁下段    （（（（誤誤誤誤））））                                                （（（（正正正正））））    

所定労働時間数 
１日に換算する取

得時間数 
所定労働時間数 

１日に換算する取

得時間数 

６時間以上 

７時間未満 
６時間 

６時間以上 

７時間未満 
７時間 

７時間以上 

８時間未満 
７時間 

７時間以上 

８時間未満 
８時間 

８時間 ８時間 ８時間 ８時間 

追加Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 常時使用する労働者数の判断はなにか 

 

Ａ 「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」基発第０５２９００１号平成２１年５月２９日厚生労

働省労働基準局長通知）において、「法第１３８条の「常時使用する労働者の数」は、当該事業主の通常

の状況によって判断されるものであること。臨時的に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた

場合等については、労働者の数が変動したものとしては取り扱わないものであること。（以下略）」と規

定され、労働基準法第８９条に規定する就業規則の届出義務となる「常時１０人以上」の常時と同義と

され、今労働者数は何人か、過去の労働者数は何人か、今後の予測される労働者数は何人かを勘案

して決められるものです。労働者には正規職員、有期契約職員（パート職員、アルバイトを含む）をカウ

ントします。 

 

Ｑ２ 労使協定により、時間単位年休を取得できる職員の範囲を常勤職員のみと定めたいのですが、 

 可能でしょうか。ちなみに、非常勤職員でも週 5 日の 6 時間以上の勤務の職員も若干名ですが、勤務

してます。非常勤職員は、常勤職員のみで現場が回らないところを補充する意味で採用しております。 

 「事業の正常な運営が妨げられる場合」に該当しますでしょうか。 

  

Ａ 「事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に

客観的に判断されるべきものであり」、と通知されており、「事業の正常な運営が妨げられる場合とは事

業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労

働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである」（昭５３.１．３１大阪地裁）。正規職員には

時間休を認め、非常勤職員には時間休を認めないことの理由を「事業の正常な運営が妨げられる」と

することはお尋ねの主旨（補充する意味）に照らして困難と思われます。６時間以上の非常勤の時間休

はこれを認めないとする場合は、説明が可能な合理的理由を用意する必要があるでしょう。 

 ただし、６時間未満の所定労働時間の職員は、短時間勤務の概念上、時間休の対象とはしないこと

は合理的理由があると考えます。 


